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ますので、不十分な計画書でありまして、やは

り少し調査設計を加えた上で説明すべきだとい

うふうに考えております。 

○蒲生光男議長 13番、髙橋孝夫議員。 

○１３番 髙橋孝夫議員 以上で終わります。あ

りがとうございました。 

○蒲生光男議長 ここで暫時休憩いたします。再

開は３時20分といたします。 

 

 

   午後 ３時００分 休憩 

   午後 ３時２０分 再開 

 

 

○蒲生光男議長 休憩前に復し、会議を再開いた

します。 

 

 

 我妻 昇議員の質問 

 

 

○蒲生光男議長 次に、順位５番、議席番号７番、

我妻 昇議員。 

  （７番我妻 昇議員登壇） 

○７番 我妻 昇議員 よろしくお願いいたしま

す。大変気温が高くなりまして大分頭がぼうっ

とするような状態でありますが、目の覚めるよ

うな議論の展開をしてまいりたいと思っており

ますので、なるべく簡潔に質問いたします。で

きれば簡潔にご答弁、そして深い議論になりま

すようにご協力をお願いしたいと思います。 

 今６月定例会におきまして通告してあります

２点について順次質問いたしますので、ご答弁

をお願いをいたします。 

 １つ目の大きな質問は、観光振興と施設整備

についてであります。順次質問してまいります。 

 まず、かわと道の駅及び 上川河川緑地公園

の基本計画について、混乱が生じているのは進

め方の順序が間違っているからではないかにつ

いてであります。 

 さきの３月議会では、社会資本整備総合交付

金を活用した都市再生整備計画についてさまざ

まな議論をいたしました。その際、再三にわた

り申し上げたとおり、我々はその計画の大まか

な概要は説明を受けたものの、詳細については

知らされていませんでした。素案だから、たた

き台だから、場所も決まっていない状態だから

という答弁が目立ち、議論が成り立たない状態

でありました。私の感覚では、３月議会は白紙

の契約書に判こを押すような状態だったと言わ

ざるを得ません。その結果、我々の判断として、

残念ながら用地購入費を含む設計業務委託料を

削除する修正案を提出し、可決するという選択

肢しかありませんでした。 

 この結果をもたらした原因は、準備不足にも

かかわらず強引に当初予算に盛り込むという間

違ったやり方であり、まさにスピード感のなさ

であります。質問に立った議員の皆さんが聞き

たかったのは、まずはどんな施設をつくりたい

のか、建設費や維持管理費はどう積算している

のかであって、経済波及効果ではありませんで

した。半年や１年前から順序立てて取り組んで

いれば、議会でしっかりした議論ができたはず

であります。山形鉄道に観光振興計画の素案作

成を依頼するのも遅かったし、庁内での調整も

遅かった。さらには、かわまちづくり推進協議

会の答申も遅かった。逆に言えば、３月議会で

当初予算に盛り込むのが早過ぎたと感じていま

すが、いかがでありましょうか。庁内の調整に

ついては、遅いというよりも、下から上がって

くる忠告を無視してきたと言えるのかもしれま

せん。 

 そのような状態の中で、今回６月定例会の補

正予算では経済波及効果の調査委託料が計上さ

れております。市長は議会のせいで余計なお金

がかかってしまうというような発言を各所でし
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ていらっしゃるようでありますが、全くの筋違

い、本末転倒であると指摘しなければなりませ

ん。余計なことならばしなければいいし、必要

なら１年前にしておくべきだったのであります。 

 繰り返しになりますが、このような一連の混

乱は、市長や当局の準備不足、あるいは進め方

の間違いがもたらした結果であります。まち・

住まい整備課長はいかが認識されていらっしゃ

るでしょうか、お聞きするものであります。 

 次に、長井駅前に建設する予定の有料公園が

本当に必要ならば、かわと道の駅は要らないの

ではないかについて、財政課長に質問いたしま

す。 

 以前、野川の河川敷にパークゴルフ場を整備

し、のがわクラブに運営を委託することが議論

された際、財政課長は、市で整備するのは必要

小限の設備でいいのであって、それ以上のグ

レードを求めるならば利用する側で整備すべき

だという趣旨の考え方を示されましたが、現在、

長井市の観光振興、中心市街地活性化、雇用の

創出、３万人復活の観点から施設整備に莫大な

費用を投じる計画が進められている中で、財政

課長はどのような認識を持っていらっしゃるの

か伺いたいと思います。 

 市長が言うように、駅前の有料のフラワーガ

ーデン建設が公約でもあり、どうしても必要だ

とするならば、かわと道の駅は必要ないのでは

ないでしょうか。フラワーガーデンには食事や

物産、お土産物などの構造物も案として上げら

れているようなので、かわと道の駅の中身とそ

れが重複すると考えられることがまず１点。か

わと道の駅は中心部から少し離れているバイパ

スの東側に立地するため、目的の一つである観

光客をまちなかに誘導することが困難と考えら

れることがもう１点。巨大な建造物は将来にツ

ケを回す結果になりがちであることが、さらに

もう１点。これらの点から、フラワーガーデン

を優先した場合、かわと道の駅は必要以上の施

設だという考えに私は達してしまうのでありま

すが、財政課長はどのような見解をお持ちであ

りましょうか。お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 次に、新しく施設を建設する前に、今ある施

設の延命策や更新計画、有効活用策を示すべき

ではないかについて質問いたします。 

 私は３月議会でも申し上げましたが、ない物

ねだりではなく、あるものを活用すべきである

と常に考えています。新築の家は私たちのあこ

がれです。 新の空調設備や家電製品に囲まれ

た生活は、さぞや心地いいものに違いありませ

ん。しかし、それは、老朽化した自宅をリフォ

ームするのか改築するのか、あるいは売って新

たに土地を求めるか、現状で我慢するかなどを

考えた結果できることであって、目の前の課題

が未解決、もしくは解決の方向を見出す前に新

築の家を建てることは不可能です。行政運営は

単純に一般家庭と比較できないのかもしれませ

ん。しかし、今挙げた例え話はあながち的外れ

ではないと思っています。 

 例えばタスパークホテルを今後どうするもの

か、もっと有効的に活用するにはどうするのか、

将来の取り壊しにどれほどのお金がかかるもの

か、少しでも延命するにはどうするのかなどの

計画をしておかなければならないのではないで

しょうか。それ以前に、商工会議所で抱えてい

る債務をどうするかの議論が必要なのはもちろ

んであります。 

 また、他の施設としては、あやめ公園やつつ

じ公園をどうするのか。今年度当初予算に公園

施設の長寿命化計画策定業務委託料が計上され

ていますが、どのような計画が作成されるのか

注目しています。維持管理に手が回らず松の木

が倒木している現状をどうするのか。今あやめ

公園の開園前に多くの市民がボランティア作業

をしておりますが、今後もその体制を維持でき

るのかどうか。あやめ会館や無料休憩所や物産
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館は取り壊すのか、延命するのか、有効活用さ

れていない場所をどう活用するのかなど、新し

い施設を建設する前に、今抱えている施設の延

命策、更新計画、有効活用策を示す必要がある

のではないでしょうか。市長の考え方を伺うも

のであります。 

 ２つ目の大きな質問に移ります。保健センタ

ーのさらなる有効活用を考える上で、土曜日曜

を中心に市民への貸し出しを検討してはどうか

についてであります。 

 ただいまの質問のように、市の施設をもっと

活用したほうがいいのではないかと感じること

が多々あります。それは観光施設に限らず公共

施設全般にわたりますが、その一つに保健セン

ターを上げたいと思います。この建物はしっか

りしていて比較的新しく、トイレなどもきれい

な状態であると感じています。上下水道、空調、

ボイラーなど詳しいことは存じ上げませんが、

市の施設の中でも 上位のグレードにあるので

はないでしょうか。私は、各種会議や健康講座、

自分の健康診断や乳幼児のための健診などで何

度も利用していますが、とても使い勝手がいい

なと感じましたし、他の皆さんも同じ思いだと

思います。 

 先日、子育てサークルを開催している方から、

小さい子供を抱えるママ同士で情報交換や悩み

事相談をするための場所があるようでないのだ

という話を聞きました。できれば無料で安全な

ところが 高であるわけですが、場所を検討す

る上で保健センターの健診ルームが第１候補に

挙がったそうです。しかし、基本的に土曜日曜

は閉館だし、そもそも貸し出しするような施設

にはなっていないので、現状では保健センター

は無理だと私からも説明はしたものの、もった

いないことだなと感じた次第であります。 

 同じようなことを考えている市民がどのくら

いいらっしゃるかわかりません。しかし、貸し

出しを可能にできるよう検討してみてはいかが

でしょうか。健康課長に見解をお聞きするもの

であります。 

 また、平成26年に生涯学習プラザ東側の運動

公園が完成する際、プラザに間借りしている子

育て支援センターを移設する計画と聞いており

ます。その移設先に保健センターも視野に入れ

てみてはいかがでありましょうか。 

 以前、私の一般質問などで、もしもヨークベ

ニマルが撤退した場合、その跡地に子供から高

齢者まで生き生きと活動できる施設をという提

案をいたしました。しかし、その後、当面ヨー

クベニマルはそのまま営業することになったわ

けですので、保健センターも、子育て支援セン

ターもしくは子育ての拠点の一つとして候補に

挙がるのではないでしょうか。市長の見解を伺

います。 

 以上で壇上からの質問といたします。ご清聴

ありがとうございました。（拍手） 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 我妻議員のご質問にお答えしま

す。 

 議員のほうからまずいただきました、観光振

興と施設整備についてお答えいたします。 

 我妻議員ご指摘のとおり、都市再生整備計画

の進め方については反省すべき点が多々あると

いうことは３月議会でも申し上げましたし、午

前中の赤間議員、あるいは先ほどの髙橋議員に

も申し上げたとおりでございます。 

 今回、都市再生整備計画を第２次まち交とい

うふうに通称で申し上げますと、第１次まち交

の際は私も議員でございまして、おっしゃるよ

うに計画の中身がまだ具体的に示されないまま、

やはり私が提案した３月議会のような提案の仕

方だったと思います。そういった意味で、私も

少しでもわかりやすいようにということで申し

上げたところですけども、やはり反省すべき点

は多々あるというふうに思います。 

 まず 初のほうで私にいただいた質問は、有
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効利用されていない場所をどう活用するかなど、

新しい施設を建設する前に今抱えてる施設の延

命策、更新計画、有効活用策を示す必要がある

のではないかと、市長の考え方をということで

ございます。 

 これはご指摘のとおり、確かに長井市の公共

施設は、学校あるいは文化・スポーツ施設、ほ

とんど昭和40年代、50年代に建てたものでござ

いますし、比較的新しいＴＡＳあるいは学習プ

ラザも平成元年あるいは昭和63年前後でありま

すので、もう25年たってるということから、今

後の施設計画をどうするかということは、今後

ことしと来年でそれぞれの所管するところで中

心となって、市民の皆様からも意見をいただく

ような形の審議会あるいは検討委員会を設けて

第５次総合計画に示すべきものというふうに考

えております。したがいまして、25年度の後半

には具体的な計画を示さなければならないだろ

うというふうに思ってます。当然その際には財

政の裏づけも必要でございますし、ざっと考え

ますと、議員のご指摘のあったあやめ公園、つ

つじ公園とか、ああいった観光施設、これは来

年度の長寿命化計画、都市公園のですね、その

中で示していきたいと思っておりますし、学校

については教育委員会のほうで10年スパンぐら

いで考えていきたいと。あと問題は、文化会館、

図書館あるいは文教の杜のさらなる整備の部分

だと思ってます。あとは、やはり都市公園の長

寿命化で市営球場、市営陸上競技場、それから

テニスコート、これらについての長寿命化策を

考えていかなきゃいけないというふうに思って

ます。 

 今回、このたびの都市再生整備計画の取り組

みを、我妻議員のほうで例えとして新築のうち

ということで表現されました。それは確かに我

妻議員の表現が全部間違いではないというふう

に思いますが、私のほうはそういう考え方じゃ

なくて、住宅ということではなくて、私たちが

生活する上で収入をどういうふうにしてふやそ

うか、あるいは暮らしを楽にするために何か自

分の生産手段の部分の改良を加えなきゃいけな

いという考え方です。例えば自分が農業をして

いたと。そして園芸作物として露地でトマトと

かキュウリとかをつくってたと。しかしこれ、

例えばそのつくり方でも、有機野菜にして高く

売るとかレインボープランの認証でやるとか、

いろいろ仕方はあるでしょう。しかし、それも

大切ですけども、じゃあハウス園芸でやっぱり

もう少し生産性を上げて価格のいい収入が上が

るような施策をしようというのが、実はこの都

市再生整備計画なんですね。 

 ですから住宅を新たにするというのは、例え

ば市役所とか、あるいは市民が求めている文化

会館とか、そういったことになるんだと思いま

す。ちょっとそれとは違った視点の、今回はい

わゆる市民の皆様の雇用とか、あるいは活性化

を図るための一つの方法というふうに私は考え

ておりますので、その方法についてやはりこれ

は慎重にすべきだというふうに思いますが、い

ろんな考え方があるんだろうというふうに思い

ますので、これを議論した上でやっぱり決めて

いくべきものというふうに思っております。 

 ＴＡＳについては商工会議所さんのほうでホ

テルの部分を担っていただいてるわけですが、

底地のほうを議会から了承いただいて購入させ

ていただいたので、これは私からの、ちょっと

失礼な言い方かもしれませんけども、大分負債

のほうは今までよりはよくなったんではないか

なというふうに思ってますが、なお商工会議所

さんのほうのやっぱり考え方があるでしょうか

ら、私どもとしてはＴＡＳの有効活用をどうい

うふうに考えていくかということだと思ってま

す。 

 あと、かわと道の駅とガーデンの関係はまた

ちょっと違った考えで、例えばガーデンという

のは、フラワー長井線も含めた中心市街地にお
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客さんを呼び込むためには非常に有効なんじゃ

ないかという考え方なんですね。これは別に公

約だからどうのこうのじゃなくて、もしそれに

違う何かもっといいものがあれば、それでもい

いというふうに思ってます。 

 あと、かわと道の駅については、前々から道

の駅、また農業の６次産業化を図る上で市民直

売所をもう少し、今は大体７割から８割が市内

の方ですから、もう少し市外の方からも使って

もらえるようなやり方をするとしたら、287号

線沿いに出ればいいんじゃないかなということ

とか、あるいは、かわと道の駅としてますが、

長井は舟運のまちだといっても、残念ながら市

民ですらそれを感じない。本当に中央地区に住

んでる方は感じておられるのかもしれませんけ

ども。そんなことから物語をつくろうというこ

とです。あとは、加えて農業の６次産業化の中

で農家レストランとか加工場とか、そういった

ものもそこに集積することによっておもしろい

試みができるんじゃないかなと考えてるところ

ですので、なおいろいろ議論した上でいい方向

性を見出せればというふうに思ってるところで

ございます。 

 次に、保健センターのさらなる有効利用とい

うことでございます。 

 ちょっと済みません。失礼しました。 

 我妻議員からは、土日を中心に市民への貸し

出しを検討してはどうかということのご提言で

ございます。確かに保健センターは下はカーペ

ットですし、静かですし、非常に落ちついてい

い建物だというふうに思ってます。保健センタ

ーのさらなる有効活用として子育て支援センタ

ーの移設候補になるんではないかということな

んですが、子育て支援センターについては、生

涯学習プラザ東側の運動公園完成までには子育

て支援センターの屋内外機能を見直しまして、

移転先についても検討したいと思いますが、現

時点では非常に評判がよくて、そして雨が降っ

てもちょっと中に広場みたいなところもありま

すし、天気がよければ外に出られますし、非常

に好評です。ただ、町場からちょっと離れてま

すので、その部分はちょっと大変なのかなとい

うふうに思ってます。 

 子育て支援センター設置等が主要施策になる

国の子ども・子育て新システムというのが今国

のほうで審議されてるわけですが、この政策を

注視する時期だというふうに思っておりまして、

それらの政策いかんによっては子育て支援セン

ターについての何か支援制度ができる可能性が

ありますので、そういったとき、ちょっと国の

動向も見据えたいと思ってます。 

 なお、保健センターについては市民の健康保

持及び増進を図ることを目的とする施設でござ

いますので、加えて長井西置賜休日診療所にな

っておりますので日曜日はちょっと難しいのか

なと。使うとしたら土曜日は可能かなというふ

うには思います。長井市西置賜郡医師会館、そ

れから長井地区歯科医師会館、慈光園、中央デ

イサービスセンターの合築でございまして、通

常の集会施設と違っておりますので、施設管理

上の制約はあるんではないかなと思っていると

ころです。 

 なお、おっしゃることはわかりますので、保

健センターが例えば土曜日可能かどうか、あと

は子育て支援センターも土日は閉めております

ので、受託先であるまごころサービスさんあた

りでご協力いただければ土日でもオープンする、

利用していただけることは可能だと思いますの

で、そういったところはぜひ検討する必要があ

るというふうに思います。以上でございます。 

○蒲生光男議長 平 英一財政課長。 

○平 英一財政課長 お答えいたします。 

 まず、パークゴルフ場のときは、あのときは

詳細な設備内容をお聞きした上で、まず全国大

会が開けるようなグレードの高い設備でなくて

も、市民のだれでもが楽しめる程度の設備でい
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いのではないかというふうな考えでありました。 

 ただいまの、有料公園があればかわと道の駅

は要らないのではないかというご質問でござい

ますけれども、重複するような設備であればも

ちろん慎重な検討は必要であろうと思いますが、

今の時点で私の承知している内容は、財政の中

期展望でとらえている都市再生整備事業での各

年度の事業費としてであり、その事業内容や設

備、整備の概要など詳細については詳しく掌握

いたしておりません。 

 したがって、各施設がどのように連携して機

能させていくかは私の範疇を超えておりますこ

とから、要不要の判断はできかねます。各施設

の連携など詳細については、担当のまち・住ま

い整備課長が正確にお答えすることができると

思います。以上です。 

○蒲生光男議長 浅野敏明まち・住まい整備課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 我妻議員のご

質問にお答え申し上げたいと思います。 

 私のほうは、１番目の、かわと道の駅及び

上川河川緑地公園の基本設計について混乱が生

じているのは進め方や順序が間違っているので

はないかというようなご質問にお答え申し上げ

たいと思います。 

 今回の都市再生整備計画事業にかかわらず、

社会資本整備総合交付金の制度でございますが、

調査設計に係る経費の交付対象は社会資本総合

整備計画の認定が必須条件となるため、道路や

河川においても当初予算につきましては見込み

の予算で計上してるところでございます。この

たびの都市再生整備計画策定業務につきまして

も23年度の当初予算で単独事業として予算化し

ておりますが、あくまで交付申請用の計画であ

り、概要の内容となっております。事前に詳細

な調査設計などを行うためには全額単独で予算

化する必要があることから、必要 小限の予算

化といたしたものでございます。 

 このたび資料としてお示ししました観光交流

拠点施設基本計画につきましては、かわまちづ

くり支援制度の一環で国土交通省の補助を活用

しまして地域活性化基盤整備推進計画調査とし

て業務委託を行ったもので、納品が年度末にな

ったことにより３月定例会ではお示しすること

ができませんでした。この基本計画につきまし

ては、かわと道の駅と 上川河川緑地公園の整

備構想の内容でありまして、３月定例会で求め

られました具体的な内容になっていないため、

このたび 低限の調査設計を予算化しまして、

成果を含め、改めてご説明いたしたいというふ

うに感じております。以上です。 

○蒲生光男議長 松木幸嗣健康課長。 

○松木幸嗣健康課長 我妻 昇議員の質問にお答

えしたいと思います。 

 保健センターのさらなる有効利用ということ

で、土日を中心に市民への貸し出しを検討して

はどうかということなんですが、保健センター

の使用につきましては、保健センター条例第５

条に基づき市民の健康保持及び増進を図ること

を目的として、保健センターを使用しようとす

る者に平日９時から午後５時、17時まで使用許

可をするということになっております。 

 また、同条例の施行規則第３条では、長井市

の休日を定める条例の規定により休館日を定め

ているということになってます。休館日を定め

るのは、一般論、広義の意味でありますが、市

の管理する施設が市民に求められるサービスと

か機能を安全に提供するということが前提であ

りますので、施設を管理する者として常識の範

囲でルールを定めているものというふうに思っ

ているところであります。ご質問の土曜日、日

曜日はこの規定に該当しまして休館日に当たり、

使用させてないというのが今の状況であります

が、これは議員が先ほど発言した中でも、そも

そも貸し出しする施設がないといって説明して

いただいたということと同趣旨かなというふう

に思ってます。 
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 これは、日曜日についてはなんですが、市長

が申したとおり長井西置賜休日診療所という合

築施設でありますので、日曜日については休日

診療を行ってます。保健センターとしましては、

休日診療の業務を優先させるということで進め

させていただいてます。土曜日についてであり

ますが、中に休日診療所の医薬材料品であると

か医療機器、さらに患者さんのレセプト等の情

報を保持しなくてはならない、また医療の廃棄

物の管理等あることも確かでありまして、その

観点から、やはり使用の際には条例に基づく施

設の管理上の必要な条件を付すということにな

って、結局は、その点検をするために職員を配

置するということになろうかなと思ってます。

そういったことから休日というような扱いにし

てるんだろうなというふうに思ってるところで

す。 

 ただし、職員を配置して過去に使用したとい

う事例はあります。それは、栄養教室のように

食生活改善事業、市の事業としてというんです

かね、使用したことがあります。このケースが

やはり有効活用の一つのケーススタディーでは

ないかなというふうに思ってるところでありま

す。 

 また、議員のほうから、ママさんの情報交換

とか悩み事相談と、いわゆる子育て支援として

の事業ということになれば、その事業もやはり

担当課と調整しながら検討していくということ

になろうかと思ってます。以上です。 

○蒲生光男議長 ７番、我妻 昇議員。 

○７番 我妻 昇議員 ご答弁ありがとうござい

ました。 

 まず、保健センターのほうからですけれども、

過去には休日であっても栄養教室などで使った

ことがあるよと、それがケーススタディーにな

るということと、あと日曜日については休日診

療でいろんな人が来るし、ましてや病気のおそ

れのある方とか熱のある方が来るわけなんで日

曜日もちょっと無理だろうなというふうに今わ

かりました。 

 プラザにある子育て支援センターを移設する

べきだということは二次的な意見で、一番やっ

ぱり言いたいのは、せっかくのいい施設を、日

曜日はあきらめたとしても、土曜日どうにかそ

ういうニーズがある場合は貸し出しできるよう

にしたらどうかなという本当に素朴な思いです。

子育て支援センターがプラザからどこに行くの

かというのはまた全く別な問題だと思いますの

で、もしもつなぎで使えればななんて思っての

発言でありました。やはり土曜日に何らかの形

で使うようにできればいいなというふうに思い

ます。 

 今、健康課長からは課を超えてと、例えば子

育て支援課などと協議をして、そういったニー

ズがあれば職員が張りついて開館をするという

ことも視野に入れることはできるというような

趣旨だと思うんですが、ぜひ市長、そこは子育

てに優しいまちづくりの一環で３万人復活とい

う観点もあるかと思いますけれども、そういっ

たニーズを私は聞いておりますし、とってもう

ちの子もあそこで何回も健診を受けに行ったり

して、本当に自由に安全に遊べる場所だなとい

うふうに思います。なので、子供もそうですし、

子供を抱えるママさんたちがちょっとした交流

の場をそこでできるというのはとてもすてきな

ことだなと思いますので、健康課だけではなく

て子育てという枠で柔軟に考えていただきたい

と思いますが、市長からもう一度ご答弁をお願

いいたします。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 我妻議員おっしゃるのはよくわ

かりますし、確かに３カ月とか６カ月の健診と

かであそこの１階で子供たちが遊んでたりして

おります。どういう使い方ができるかというこ

ともありますが、ここは合築でございますので、

ほかの団体とも一応お話をして協議しなきゃい
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けないと思いますし、あと主管課である健康課

の意見なども聞いてちょっと前向きに検討はさ

せていただきます。その際、どういう団体が希

望されるかなども我妻議員がご存じの範囲でい

ろいろ教えていただければ、毎週ということで

なくても隔週ぐらいとかで、やっぱり職員が出

てこざるを得ないと思いますので、その辺も踏

まえてまず前向きに検討をしてみたいと思いま

す。 

○蒲生光男議長 ７番、我妻 昇議員。 

○７番 我妻 昇議員 例えば勤労センターなん

かは、土日は職員の方はいらっしゃらないわけ

です。今はもう、少し体制変わりましたけども、

以前は市の職員が平日いて、土日いないけれど

も市の職員でない方であそこ管理をするので、

皆さん平日に限らず土日でも十分使うことがで

きるわけですけれども、例えばそのように市の

職員が必ず張りつかなけりゃいけないというこ

とではない状態にどうにかできないものかなと

いうふうに思います。委託という言い方がふさ

わしいのかわかりませんが、そういった柔軟な

発想をぜひ、すばらしい、いい施設ですので、

もったいないのでしていただきたいなと思いま

す。 

 あと、市長の答弁の中で、国の子ども・子育

て新システムですか、私ちょっと勉強不足でわ

からなかったんですが、それは例えばどういっ

た議論をされていて、何か例えば今年度中に何

かしらの結論を出すような、そういったことで

期待されてるということでしょうか。もう一押

し、ちょっと教えてください。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 ただいまの我妻議員のご質問で

ございますが、今国会で子ども・子育て新シス

テムの議案が議論されております。その中で子

育て支援センター的なものへの助成措置等々も

盛り込まれておりますので、詳しいことにつき

ましては子育て支援課長のほうから簡単に説明

をさせますので、よろしくお願いいたします。 

○蒲生光男議長 種村正一子育て支援課長。 

○種村正一子育て支援課長 私のほうから子ど

も・子育て新システムについて、ちょっと概要

を簡単に説明をさせていただきます。 

 今通常国会に、社会保障と税の一体改革とい

うことで、社会保障の子育ての分野で子育て関

連３法案が提出されております。その中で一番

大きいのが、総合こども園ということで幼稚園

と保育園の一体化の法案と、あと子育て支援と

いうことで、出産から育児、あるいは中学生、

高校生までの総合的な子供の育成に対する支援

の法案が今提出されております。その中で、特

にこども園給付というようなことで幼稚園と保

育園の給付が大きく変わるというのが一番大き

な改正ですが、あと市町村の責任において子育

て支援の充実を図るというようなことで、法的

な整備の中でいろんな国の支援が出てくるとい

うことで今議論されております。その中で子育

て支援センターの機能の充実、あるいは今非常

に要望が多くなってます学童クラブの充実、あ

るいはファミリー・サポート・センターの充実

とか病児、病後児の充実など、あわせて今国会

の提案されている法案の中で議論されていると

ころです。以上でございます。 

○蒲生光男議長 ７番、我妻 昇議員。 

○７番 我妻 昇議員 ありがとうございました。

子育てに関してはまだまだありますので、今度

また折を見てさまざまな議論をしたいと思いま

す。 

 １番目の質問に戻りますけれども、まず、

我々が３月議会で求めたことというのは、私が

資料請求していただきました、こういった計画

が要するに示されなかったので、こういったこ

とを教えてほしいということだったんです、ほ

とんどが。中には経済波及効果まで言及した議

員もいらっしゃるかもしれませんけれども、大

まかにはどのような施設になる予定なのか。 



 

―７３― 

 資料をいただきますと、例えば 上川河川緑

地公園には、駐車場がこれ総勢で230台分ぐら

いになりますかね、足すと。ですとか、多目的

グラウンド、ゲートボール場、市民農園、船着

き場、親水護岸ですとかスポーツ広場、こうい

ったものを私は資料請求していただきましたけ

れども、こういったことを教えてほしいと、ど

ういう計画なのかと。詳細については３月末に

出たので示せなかったということなんでしょう

けども、あの時点で、３月議会の時点である程

度は示せたんではないかなというふうに思うん

ですよ。例えば全くゼロから交流広場だとかス

ポーツ広場だとかゲートボール場、駐車場が

230台って、ゼロからこの委託先がこれ全部つ

くったんですか。ある程度こういったことを考

えているということを伝えてこの結果になって

るんですよね。だから、そのことをお聞きした

のになかなか回答を得られなかったし資料もい

ただけなかった。３月議会はああいう結果にな

りましたけれども、その後３月末にはこのよう

な形で基本計画というものが出されて、市役所

には成果物として出された。でも私たちには、

これはまだ議会に説明するような資料でないか

らということで先ほどの説明のとおりですけれ

ども、それは３月議会にあれだけもめてあれだ

け議論したのに、成果物が出たんだったらぜひ

全協とか産建の協議会とか開くなりというのを

してほしかったなというふうに思います。 

 私は今まで、この６月議会までに悶々とした

思いでした。市民の方からはいろんな反応あり

ましたし、市長のいろんな公式の場での発言で

も私たちが不愉快な思いをするような発言も聞

いておりますし、非常に悶々としたこの何カ月

かを送っている中で、実際こういうものがある

のに示していただけない。しかも資料請求して

やっといただける。議員の皆さんの中にはまだ

見てもいないという方がいらっしゃる。これは

どういうふうに理解すればいいんでしょうか。

なぜ、誠意と言うと誤解が生じるかもしれませ

ん、もうちょっと説明しようという、わかって

もらおうという姿勢になっていただけないのか。

浅野課長、いかがでしょうか。 

○蒲生光男議長 浅野敏明まち・住まい整備課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 ちょっと先ほどと重複しますが、３月議会で

修正提案された内容がどうも頭の中にありまし

て、この基本計画の中では説明できないという

ふうに考えておりました。それで、かえってこ

の説明できない内容で説明するのは大変失礼な

内容だというふうに理解しまして、今回の補正

予算で少し肉づけをした上でご説明すべきだと

いうふうに考えたところです。以上です。 

○蒲生光男議長 ７番、我妻 昇議員。 

○７番 我妻 昇議員 同じ答弁の繰り返しにな

るかと思いますので、私たちにとってはこのや

り方が失礼というふうに感じたと、少なくとも

私はそういうふうに思ったということでありま

す。 

 それで、財政課長がくしくもおっしゃったと

おり、判断できるような状態でないですよね、

財政課長、私たちも同じなんですよ。今、財政

課長が、詳細についてよくわかってないよと、

３月議会であれだけ一緒に、財政課長もいらっ

しゃいました、この場に、それなのにわかって

いないよと、判断できるものではない、私の範

疇を超えているというような今の答弁でありま

す。私たちも同じ思いをしております。 

 市長、この私たちの気持ちというのはご理解

いただけますでしょうか。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 私は、まず 初に、かわまちづ

くり協議会の方を中心として観光交流拠点施設

の検討委員会というものをまち・住まい整備課

のほうで設置いたしましたが、残念ながら私も

そちらの会議に一回も出たことありませんでし
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た。 

 その際に市民委員に、市民の方ですね、団体

の役員とかその方たちに示した資料が大変話題

になって、これは市会議員の方に示せないまま

に、たたき台とはいえ資料を出してはまずいと

いうことから、去年の10月ごろだったと思いま

すが、示させていただきました。その後、ちょ

っと私のこれは不徳なんですが、どのような資

料を議員の皆様にお示ししてるかというのは詳

細に把握しておりませんでした。ただ、全体的

な構想については３月議会でも考え方は申し上

げましたけれども、口頭だけですから、具体的

な中身についてやっぱりなかなかご理解できな

いというのはごもっともだと思います。 

 今回はそういった反省を踏まえて、しかも、

かわと道の駅だけではなくて都市再生整備計画

全体を、やっぱり全体像を示さないとだめなん

じゃないかということで、お求めのあった経済

波及効果も出したいと思ってました。だけども、

それを出すにはやっぱりそういうシンクタンク

しか根拠のある数字は出せないと思っておりま

したのでちょっとあきらめておったんですが、

修正案の理由として経済波及効果あるいは雇用

の状況とか、そういったことのお求めがあった

ものですから、今回は、ちょっと金額はかさむ

んですけども、いい機会だから、ちょっとお金

はかかるんですが、そういったところ、なかな

か普通できない部分を全体像をお示ししないと

だめだなということで考えたところでございま

す。 

 そういった意味では、３月議会で十分な資料

を出せなかったということは申しわけないと思

いますし、ちょっとまち・住まい整備課長のほ

うからも、いつその資料ができてというのは実

は、遠慮したのか知らないですけども、この間

の我妻議員が出席されたかわまちづくり協議会、

国交省のほうの委員会ですよね、そこで初めて

見たんです、私も。ですから多分、出してはい

けないものと考えてたのかなと。そこは私のほ

うからも指導しなくて大変申しわけないと思っ

ております。 

○蒲生光男議長 ７番、我妻 昇議員。 

○７番 我妻 昇議員 先ほど来言っている修正

案の理由に経済波及効果だとか雇用だとかとい

う文言なんですが、それは言葉としてはそうい

うふうにおっしゃったんだと思います、代表の

大道寺議員がおっしゃったと思うんですが、そ

れは、さらにはという前置詞というんでしょう

か、前置きをしてると思います。 

 これ修正案の本来本当の理由というのは、大

きな理由というのは、その概要すらわからない

というところが修正案の理由であって、さらに

は踏み込んで言うとという意味です。さらには

経済波及効果や雇用などというふうに、そうい

うふうにつけ加えてると思います。しかも、こ

の修正案の提案理由の文言には書いておりませ

んので、波及効果と雇用のことについては。説

明不足、説明が不十分というふうな言い方をし

ております。言葉として経済波及効果という言

葉は使ったかと思いますけれども、それは二次

的な理由であって、一番大きな理由は概要すら

わからないというところが大きいことでありま

して、経済波及効果を示しなさいというふうに

議会から申し上げたつもりは私の認識ではない

というふうに思ってますので、今回の補正予算

も800万円ちょっとですよね、私たちが求めた

というふうな認識は多分ほとんどの議員さんは

持っていらっしゃらないと思います。まずはそ

の点について、市長、いかがでしょうか。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 やはり反省すべきところはもちろん多々あり

まして、事業概要がわからないということで、

多分お示ししたのは一覧表で、例えば５年間の

事業はこういうものでということだったと思う

んですね。全体事業費、簡単な１行２行程度の
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ものだったと思います。それに、かわと道の駅

については構想図みたいなものをおつけしてる

と思うんですが、それではもちろんわからなか

ったということでしょうから、それ以外にどう

いう資料を出したかということを私が把握して

なくて、これは大変反省すべき点なんですが。 

 ただ、修正案で結局１億円近い金額、人件費

を除いた部分が削除されたというのは非常に重

く受けとめておりまして、一方で国のほうでは、

議会の理解をちゃんと求めてこの次にはこの予

算を認めていただくようにということで、我々

のほうも説明に行ってそういうふうにしていた

だいておりますので、この次に予算を認めてい

ただかなかったら事業全体がかなり影響がある

ということで慎重には慎重を期して、ですから

議事録を見て、やっぱり求めていらっしゃるの

はその全体像が見えないということが基本だっ

たのかもしれませんけれども、どうしても、私

もあの議場で修正案の理由を述べられた中身で

非常に残ってるのは、やっぱりもうちょっと綿

密に、全体像を示すということだけでなくて、

果たして本当に必要な施設かということを雇用

の面から、あるいは維持管理、そしてどのぐら

い収益を上げられるんだと、それに全体の都市

再生整備事業としての経済波及効果はどのぐら

いあるんだということを示すべきじゃないかと

いうような私はご提言だろうというふうにとら

えて、非常に、私は悪意ではとらえてません。

我妻議員がおっしゃったように、やっぱり言わ

れますから、修正案出されたなと、否決された

んだなと、そういうふうに言うと、言い方は悪

かったかもしれませんが、照れ隠しで、いや、

ほだなよみたいなことは言ったと、これは反省

します。ただ、やっぱり全体像を、かわと道の

駅だけじゃなくて示して理解を求めるべきだと

思いますので、そこはご理解いただきたいと思

います。 

○蒲生光男議長 ７番、我妻 昇議員。 

○７番 我妻 昇議員 以前に菜なポートをつく

るときに、別にシンクタンクに委託しませんで

したよね。委託しないのに初年度6,000万円、

２年度で8,000万円、３年目１億円という目標

を掲げて、しかもその中で働く人は緊急雇用で

これこれこういうことで、家賃も例えばＰＯＳ

システムがどうだとか、かなり綿密な予算書を

いただきまして、それを達成するかどうかはや

る気次第ですので我々はそこまでは踏み込めな

いわけですが、市役所として、市長として、あ

るいは担当課としてそういう計画を立てたわけ

ですよね、それを示していただきました。 終

的には通ったわけです。通って、今目標を十分

に達成してるということですよね。 

 ああいったことを今回このかわと道の駅で示

すことが何でできないんでしょうかという素朴

なことだと思うんですよ。経済波及効果をシン

クタンクに調査させろなんていう発想は私たち

にはないと思います。３月議会ではそんな議論

した記憶がありません。菜なポートのときと同

じように、どういう目標を持ってどういった人

員で、あとは、あのときは機械もこういう機械

で全部計算に入れてたじゃないですか、こうい

ったやり方で。今回それが何でできないんだろ

うなと。あの程度でいいじゃないですか。あと

はやる気、本気を示していただければ、何もす

べてが反対だなんていう方もいらっしゃらない

と思いますよ。そういったことを示していただ

ければ十分に理解できるわけですので、前回は

そういうことがなかったと言わざるを得ないん

ですよ。市長、いかがですか。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 我妻議員がおっしゃった菜なポ

ートとはちょっと規模も、あるいは事業の中身

も違うものだというふうにとらえてます。菜な

ポートにつきましてもいろいろ議論があって、

拙速過ぎると、もっとちゃんと計画を立てて具

体的にやれということで、たしか結構反対の方
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もいらっしゃったというふうに思っております。

ただ、幸いなことに目標を達成、２年間はして

おりますのでまあまあとしなきゃいけないと思

いますが、あれは専門家のほうにいろいろ聞き

ました。それで具体的な計画を今の観光振興課

長が立てたわけですけども。 

 今回の都市再生整備計画につきましては、５

年間の中の、まずはかわと道の駅を中心とした

施設のみを23年度に補助を受けてつくったわけ

なんですが、それ以外の部分については、実は

詳細な計画をつくっておりません。ですから例

えば本町広場というのは、これ何かというと、

本町の街路事業をする際にちょっといろいろな

課題がありまして、その課題を解決するために、

本町の道路沿いに広場をつくることによってそ

れを解決しようということです。その程度なん

ですね。あとはガーデンについても、どういっ

たガーデンがいいのか。というのは、いろんな

種類がありますし、どのぐらいの規模でどのぐ

らい従業員というのはもうアバウトでやってま

すね。 

 ですから、まず、かわと道の駅は、例えば今

回詳しい内容が先ほどごらんになってた資料で

は出てますので、それでご了承いただけるのか

もしれませんが、ほかの事業についてはやはり

結局同じことになります。それは事業認定いた

だいて実際に実施測量とか実施設計を立てる段

階でないと出てこないと。ですから、業者に委

託して上がってこないとそれ出せないものです

から、やっぱり同じような問題が生ずる可能性

があるなと。この進め方で、例えば米沢市さん

なんかもいろいろ苦慮してるわけですね。私ど

もとは違う問題でちょっとなかなか議会のご理

解をいただけないのかもしれませんけども、そ

んなことがあって、この際、全体像を示した方

がやっぱりいいのではないかと考えたところで

ございます。 

○蒲生光男議長 ７番、我妻 昇議員。 

○７番 我妻 昇議員 菜なポートのことで、あ

のとき私も反対しましたけども、その理由は、

採算がとれるかとれないかなんていうことじゃ

なくって、すべて行政主導でするべきでないと、

民間にある程度もっと任せる部分が必要だとい

うことと、あと 初から土地建物を有するんで

はなくて、 初は仮設からしてはどうだという

ことで私は反対したのであって、売り上げがど

うの、それが達成できるのかどうかなどという、

私としてはそういう気持ちはありませんでした。 

 今回も同じように、あのときは気持ちが欲し

かったんですよ。例えば6,000万円、8,000万円、

１億円という目標を達成できなかったらやめま

すというあっさりした市長の返事だったんです

が、いや、達成させますと、絶対させますとい

う言葉をお聞きしたかったわけですが、そうい

ったことではなくて、あくまでも実験で、もし

も達成できなかったらやめますというような簡

単なお言葉だったんで私は 終的に反対という

ことにしましたけれども、それは余談でござい

ました。 

 例えば道の駅以外は、まだまだ概略というか

概算でしかないということなんですが、この間

のかわまちづくり推進協議会に出席したときに、

駅前のフラワーガーデンについてはもう用地を

譲っていただけることを内諾したというふうに

市長から皆さんにおっしゃっておりました。と

いうことは、もはやそこで動かないということ

ですよね、市長。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 今、我妻議員おっしゃったのは、

場所のことをおっしゃってるんですか、それと

も中身、場所。 

（「土地のこと」の声あり） 

○内谷重治市長 土地。土地については、やはり

町の中で長井駅に近いところがふさわしいとい

うふうに私は思ってますので、一番いいところ

はグンゼさんのところだというふうに思ってま
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す。ただし、中身については本当にガーデンで

いいのかということは、まず案を示していただ

きながらこれ議論しても十分だと思ってます。

まず全体像をやっぱりちゃんと示したいという

のが考え方でございます。 

○蒲生光男議長 ７番、我妻 昇議員。 

○７番 我妻 昇議員 また、かわと道の駅に話

は戻るんですが、先ほどの議論ではＴＡＳでは

狭いんだと、１階のフロア、中地下みたいにな

ってるところでは狭いんだということですけれ

ども、私は先ほど壇上で言ったように、駅前の

フラワーガーデンの中にお土産だとか物産だと

かレストランだとか、そういったスペースをつ

くるのであれば、私は道の駅は小さい規模でい

いというふうに思っております。なので、今の

構想であるそこの長井小学校のところのバイパ

スのところにつくるような規模だと要らないの

ではないかと、それはＴＡＳの１階部分で十分

だというふうに私は認識しておるんです。それ

にはいろいろ解決すべきことはたくさんあると

思いますけれども、規模としては十分に成り立

つであろうと思いますが、いかがでしょうか。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 我妻議員がおっしゃってる真意

が今わかりました。ちょっと私も理解できませ

んでした。 

 かわと道の駅は、基本的には直売所、それか

ら物産館。物産館はＴＡＳから移動すべきだと、

外に出ただけで大分売り上げが伸びるだろうと

思ってます。あと直売所も相当売り上げが伸び

るだろうというふうに思ってます。あとは農家

レストランとか、あと加工場、そういったもの

と河川敷が一体、舟場の跡が一体というものを

考えてまして、あと私の考え方ですけども、駅

前のガーデンについてはスリーシーズンから冬

はライトアップして、すなわち庭、ガーデン。

そこには物産館とか直売所というのは設ける必

要はないと。それよりも、むしろちょっとお茶

を飲むところ、普通のヨーロッパ風のレストラ

ンとか、そして、できるだけまちに出てもらっ

て買い物したり食事してもらうような、そうい

う施設を考えてるところです。 

○蒲生光男議長 ７番、我妻 昇議員。 

○７番 我妻 昇議員 時間がありませんので

後に意見を言わせていただきます。 

 これから市が土地を有して建物を建てて維持

管理をしていくという今の都市再生整備計画の

中身であります。これはこれから議論でさまざ

ま変化をしていくだろうとは思いますが、かな

り巨大な事業になるかと思います。 

 五木寛之さんの「下山の思想」という本を少

し引用させていただきますと、もうこの先進国、

日本などは、登山をして山頂に登った経験をし

てしまったと。あとは下山なんだと。下山をい

かに美しく豊かに下山するのか。登山というの

は下山も含めて登山なんだという考え方であり

ます。これからの下山に向けて、下山というの

は何も悲しいことではなくて、豊かに下山をす

ると。心豊かに下山をする。市長の言葉を言え

ば幸せに下山をするという時代でありまして、

これから土地を購入して建物を建てて、また後

世にＴＡＳのような施設をツケを残して、それ

を解体するのはだれかなどという議論を先送り

するようなことだけは私はしたくないなという

ふうに思っております。以上であります。 

 

 

   散     会 

 

 

○蒲生光男議長 本日はこれをもって散会いたし

ます。 

 再開は11日午前10時といたします。ご協力あ

りがとうございました。 
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    午後 ４時２０分 散会 




